
昭
和
二
十
一
年
八
月
十
五
日
社
長

終
戦
ノ
御
詔
勅
ヲ
拝
シ
マ
シ
テ
ョ
リ
爾
来
一
年
、
民
生
ハ
漸
ク
再
建
ノ
緒
ニ
ッ
イ
タ
ヵ
ノ
如
ク
、
食
糎
ヲ
初
メ
ト
シ
諸
事
今
尚

昏
迷
窮
乏
ノ
中
ニ
ァ
リ
マ
ス
ル
ヶ
レ
ド
、
前
途
一
一
一
継
ノ
光
明
ヲ
感
ゼ
ラ
ル
ル
ャ
ウ
ニ
恩
ハ
レ
テ
参
リ
マ
シ
タ

我
社
一
一
於
キ
マ
シ
テ
モ
戦
災
ト
敗
戦
ニ
ョ
リ
失
フ
ト
コ
ロ
余
リ
ニ
多
カ
ッ
タ
タ
メ
、
一
時
ハ
業
務
ノ
予
測
モ
ッ
キ
兼
ネ
タ
状
態

第
二
章
復
興
へ
の
発
足

一
前
途
に
微
光
を
見
る

1０９

終
戦
の
詔
勅
を
承
わ
る
と
同
時
に
、
当
時
の
社
長
荒
川
実
は
、
在
社
の
社
員
一
同
を
集
め
て
、
悲
痛
な
談
話
を
発
表
し
、
か
つ
、
そ

れ
を
各
支
店
・
出
張
所
に
も
伝
達
し
た
こ
と
は
、
既
に
記
さ
れ
て
い
る
。

正
直
に
見
て
、
当
時
の
首
脳
部
の
苦
悩
は
、
極
め
て
深
く
大
き
か
っ
た
。
た
だ
上
下
一
体
と
な
っ
て
の
再
建
へ
の
熱
意
は
、
地
下
水

の
よ
う
に
本
支
店
に
浸
み
通
っ
て
い
た
。
そ
し
て
、
次
項
以
下
に
述
べ
る
よ
う
な
運
動
も
あ
り
、
機
構
の
変
更
も
あ
っ
た
が
、
漸
次
に

再
建
へ
の
着
実
な
歩
み
が
表
わ
れ
始
め
た
。

昭
和
二
十
一
年
八
月
十
五
日
、
本
社
の
社
員
を
集
め
て
、
荒
川
社
長
は
次
の
よ
う
な
談
話
を
発
表
し
て
い
る
。



デ
ァ
リ
マ
シ
タ
ガ
、
先
輩
諸
君
ノ
打
建
テ
タ
絶
大
ナ
ル
信
用
一
一
加
フ
ル
一
一
社
員
諸
君
が
上
下
一
体
ト
ナ
ッ
テ
鋭
意
社
業
ノ
挽
回
進

展
一
一
努
力
ヲ
致
サ
レ
マ
シ
タ
コ
ト
ニ
ョ
リ
、
復
興
一
一
向
ツ
テ
ー
歩
一
歩
健
実
ナ
歩
ミ
ヲ
続
ヶ
来
リ
、
今
日
或
程
度
ノ
明
ル
イ
見
透

シ
ヲ
ッ
ヶ
得
ル
ャ
ゥ
ニ
ナ
ッ
タ
ノ
デ
ア
リ
マ
ス
。

社
会
ノ
客
観
的
状
勢
ハ
必
ズ
シ
モ
有
利
デ
ハ
ナ
ヵ
ッ
タ
ノ
デ
ァ
リ
マ
ス
ガ
、
只
今
コ
ノ
実
果
ヲ
挙
ゲ
得
マ
シ
タ
ル
コ
ト
ハ
、
社

員
諸
君
ノ
努
力
ノ
結
集
デ
ナ
ク
シ
テ
何
デ
ァ
リ
マ
セ
ウ
。
誠
二
同
慶
一
一
堪
ヘ
ナ
イ
ト
コ
ロ
デ
ァ
リ
マ
シ
テ
、
私
共
心
カ
ラ
感
謝
ノ

意
ヲ
表
シ
タ
イ
ト
存
ズ
ル
ト
コ
ロ
デ
ァ
リ
マ
ス
。
然
シ
ナ
ガ
ラ
、
我
社
ノ
将
来
ハ
決
シ
テ
楽
観
ヲ
許
サ
ル
ル
モ
ノ
デ
ハ
ァ
リ
マ
セ

ン
。
向
後
国
民
ガ
嘗
メ
ル
デ
ア
ラ
ウ
ト
コ
ロ
ノ
敗
戦
国
一
一
課
セ
ラ
ル
ル
幾
多
ノ
試
練
ハ
、
我
社
ノ
上
ニ
モ
当
然
フ
リ
カ
カ
ッ
テ
参

ル
ノ
デ
ァ
リ
マ
シ
テ
、
目
下
当
面
ス
ル
問
題
一
一
致
シ
マ
シ
テ
モ
、
劃
期
的
ナ
金
融
措
置
令
下
二
於
テ
、
貿
易
ノ
再
開
ト
云
上
、
営

業
ノ
刷
新
卜
云
上
、
社
屋
ノ
建
築
ト
云
上
、
将
又
相
互
ノ
生
計
卜
云
上
、
前
途
ハ
頗
ル
多
難
ナ
ル
コ
ト
ヲ
深
ク
心
一
一
銘
サ
ネ
バ
ナ

ラ
ナ
イ
ト
考
へ
マ
ス
。

lllO

然
シ
、
ド
ノ
様
ナ
場
合
二
於
キ
マ
シ
テ
モ
、
オ
互
ガ
真
一
一
一
致
協
力
シ
、
誠
心
誠
意
事
一
一
当
リ
マ
ス
ニ
於
テ
ハ
、
不
能
必
ズ
シ

モ
不
能
デ
ナ
ク
、
難
事
亦
決
シ
テ
難
事
デ
ハ
ナ
ク
ナ
ル
ノ
デ
ハ
ァ
リ
マ
ス
マ
イ
カ
。

コ
ノ
ャ
ウ
ー
一
考
へ
マ
ス
ル
ト
、
吾
社
ノ
興
廃
ハ
ー
ッ
ニ
カ
カ
ッ
テ
吾
等
一
同
ノ
カ
強
イ
意
欲
ノ
実
践
一
一
ア
ル
ト
信
ゼ
ラ
レ
マ
ス
。

願
ク
ハ
社
業
ノ
興
隆
進
展
ノ
タ
メ
、
諸
君
一
一
於
カ
レ
テ
モ
更
二
一
段
ノ
努
力
ヲ
致
サ
レ
ン
事
ヲ
此
際
特
ニ
オ
願
上
致
ス
次
第
デ
ァ

リ
マ
ス
。
荊
疎
ノ
道
モ
共
一
一
勇
躍
之
ヲ
乗
越
へ
、
楽
シ
ミ
ヲ
以
テ
難
局
ノ
打
開
二
辿
進
致
サ
ウ
デ
ハ
ァ
リ
マ
セ
ン
ヵ
。

終
戦
一
周
年
ヲ
記
念
ト
シ
Ⅶ
ヵ
所
感
ヲ
述
べ
テ
御
挨
拶
卜
致
シ
マ
ス



、
ン
々
《

全
面
降
伏
で
課
せ
ら
れ
た
条
件
か
ら
も
連
合
国
の
対
日
要
求
は
可
成
り
厳
し
い
で
あ
ろ
う
こ
と
も
、
ま
た
国
内
民
衆
の
民
主
化
要
求

も
極
め
て
徹
底
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
こ
と
も
、
当
社
首
脳
部
は
想
像
し
た
。
一
瞬
の
戸
惑
い
が
な
か
っ
た
と
い
っ
た
ら
、
そ
れ
は
嘘
で

あ
ろ
う
。
し
か
し
当
社
と
し
て
は
創
業
以
来
の
社
業
を
再
建
す
る
以
外
に
、
社
の
生
き
る
途
が
な
い
と
い
う
こ
と
が
、
全
社
員
の
一
致

再
建
方
策
に
つ
い
て
は
、
昭
和
二
十
年
八
月
二
十
一
日
の
重
役
会
以
来
、
何
回
か
の
重
役
会
、
或
い
は
部
課
長
会
、
子
会
社
重
役
会

こ
の
と
き
当
社
が
慰
労
の
た
め
参
事
以
下
全
職
員
に
支
給
し
た
稿
労
酒
肴
料
は
左
の
通
り
で
あ
っ
た
。

参
事
。
副
参
事
金
一
○
○
円

主
事
。
主
事
補
金
七
○
円

男
女
書
記
以
下
金
五
○
円

（
但
し
終
戦
後
の
入
社
社
員
は
右
の
半
額
、
当
月
入
社
の
人
に
は
金
一
○
円
）

し
た
見
解
で
あ
っ
た
。

就
キ
マ
シ
テ
ハ
コ
ノ
機
会
一
一
柳
力
諸
君
ノ
労
ヲ
稿
ヒ
タ
イ
ト
思
ヒ
マ
シ
テ
別
封
心
バ
カ
リ
ノ
酒
肴
料
ヲ
贈
呈
ス
ル
コ
ト
ー
一
致
シ
マ

ド
ウ
ヵ
私
共
ノ
微
意
ヲ
オ
受
ヶ
頂
キ
タ
イ
ト
存
ジ
マ
ス

二
衆
議
を
尽
く
す
ｌ
経
営
審
議
会
の
経
過

lｌｌｌ



名
の
準
備
委
員
が
選
出
さ
れ
た
。

を
開
い
て
協
議
を
重
ね
た
。
そ
の
結
果
の
最
大
の
も
の
は
、
第
三
章
に
述
べ
る
本
店
の
新
築
で
あ
る
。

そ
の
第
二
に
見
る
べ
き
も
の
は
経
営
審
議
会
新
設
で
あ
る
。
当
時
、
当
社
に
も
連
合
軍
総
司
令
部
（
Ｇ
Ｈ
Ｑ
）
の
財
政
経
済
政
策
か

ら
生
ず
る
い
ろ
い
ろ
の
難
問
が
あ
っ
た
。
例
え
ば
イ
ン
フ
レ
防
止
の
た
め
の
新
円
切
替
、
商
品
統
制
か
ら
く
る
隙
路
、
印
刷
用
紙
等
の

割
当
、
個
人
預
金
の
引
出
制
限
等
倉
で
あ
る
。
か
く
て
会
社
は
運
営
資
金
の
充
足
に
苦
し
み
、
社
員
は
イ
ン
フ
レ
の
影
響
下
で
日
々
の

生
活
に
苦
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。

し
か
も
一
方
に
お
い
て
民
主
化
運
動
の
潅
群
と
し
た
盛
り
上
が
り
が
あ
っ
た
。

こ
の
よ
う
な
情
勢
に
鑑
み
て
、
昭
和
二
十
一
年
三
月
、
荒
川
社
長
は
副
参
事
に
対
し
、
会
社
の
民
主
化
に
つ
い
て
の
意
見
を
た
ず
ね

た
。
こ
れ
に
就
い
て
当
時
の
副
参
事
達
の
意
見
で
は
、
各
自
一
己
の
意
見
を
具
申
す
る
よ
り
も
各
部
課
に
お
い
て
広
く
委
員
を
選
び
、

そ
の
委
員
を
以
て
、
一
種
の
経
営
協
議
会
を
組
織
し
、
そ
の
協
議
会
で
の
協
議
決
定
事
項
を
上
部
に
呈
出
し
た
方
が
よ
い
と
い
う
こ
と

に
な
っ
た
。

そ
の
委
員
を
選
出
す
る
方
法
な
ど
を
決
定
す
る
準
備
委
員
を
選
ぶ
た
め
に
、
在
京
の
本
支
店
、
出
張
所
、
子
会
社
か
ら
、
計
二
十
六
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こ
の
よ
う
に
し
て
選
出
さ
れ
た
委
員
会
が
、
昭
和
一
一
十
一
年
三
月
十
九
日
開
会
せ
ら
れ
、
そ
こ
で
規
約
起
草
委
員
が
、
当
日
の
座
長

田
中
辰
治
郎
に
よ
っ
て
選
ば
れ
た
。
そ
の
人
友
は
田
口
隣
、
八
木
佐
吉
、
長
島
鉄
一
、
五
十
嵐
弘
、
福
田
忠
で
あ
る
。
そ
れ
に
座
長
田

中
辰
治
郎
が
加
わ
り
六
人
で
、
起
草
委
員
会
が
構
成
さ
れ
た
。
座
長
が
起
草
委
員
に
加
わ
る
こ
と
は
、
当
日
の
委
員
全
部
の
異
議
の
な

い
希
望
で
あ
っ
た
。
起
草
委
員
会
は
、
三
月
二
十
一
、
二
日
に
会
合
し
て
、
規
約
原
案
十
カ
条
を
決
定
し
、
翌
一
一
十
一
一
一
日
、
経
営
協
議



会
議

四
、
審
議
会
ノ
会
議
（
以
下
単
一
一
会
議
ト
称
ヘ
ル
）
〈
毎
月
一
回
定
期
一
一
委
員
長
ガ
之
ヲ
召
集
ス
ル

二
、
本
会
ハ
当
社
及
傍
系
各
社
ノ
経
営
全
般
ニ
亘
リ
其
役
員
及
社
員
ノ
総
意
ヲ
反
映
シ
テ
上
下
意
志
ノ
ー
休
化
ト
経
営
ノ
民
主
化

ヲ
図
リ
事
業
ノ
興
隆
卜
社
員
ノ
社
会
的
地
位
ノ
向
上
一
一
貢
献
ス
ル
コ
ト
ヲ
目
的
ト
ス
ル

委
員
ノ
選
出
方
法
及
任
期

三
、
委
員
ハ
別
一
一
定
メ
ル
ト
コ
ロ
ー
ー
依
ツ
テ
役
員
及
社
員
中
カ
ラ
之
ヲ
選
出
シ
委
員
長
ハ
社
長
ガ
之
一
一
当
ル

委
員
ノ
互
選
一
一
依
ツ
テ
若
干
名
ノ
常
任
委
員
ヲ
置
キ
、
常
任
委
員
長
ハ
其
ノ
互
選
一
一
依
ル

委
員
ノ
任
期
ハ
六
ケ
月
ト
シ
、
毎
年
一
一
月
ト
八
月
一
一
改
選
ス
ル
、
但
シ
重
任
ヲ
妨
ゲ
ナ
イ

一
、
本
会
ハ
丸
善
経
営
審
議
会
ト
称
シ
、
社
長
統
宰
ノ
下
一
一
会
社
役
員
及
社
員
（
傍
系
会
社
ヲ
含
ム
）
中
カ
ラ
選
出
サ
レ
タ
委
員

ヲ
以
テ
構
成
ス
ル

会
準
備
委
員
会
第
二
回
会
合
に
提
出
、
第
十
一
条
を
追
加
し
て
全
十
一
ヵ
条
を
確
定
し
た
。

》
）
の
準
備
委
員
会
で
決
定
さ
れ
た
「
丸
善
経
営
審
議
会
規
約
」
は
次
の
通
り
で
あ
る
。

名
称
及
構
成

目
的 丸

善
経
営
審
議
会
規
約

1１１３



但
シ
常
任
委
員
会
ガ
心
要
ト
認
メ
タ
ト
キ
又
ハ
審
議
委
員
ノ
ー
分
ノ
ー
以
上
ガ
必
要
ト
認
メ
タ
ト
キ
ハ
随
時
開
催
ス
ル

常
任
委
員
会
ハ
必
要
一
一
応
ジ
テ
随
時
一
一
開
催
ス
ル

五
、
会
議
ノ
議
長
ハ
委
員
長
ガ
之
一
一
当
ル

委
員
長
ガ
事
故
ア
ル
ト
キ
ハ
委
員
長
ノ
指
名
ス
ル
委
員
ガ
之
一
一
当
ル

会
議
ノ
進
行
ハ
常
任
委
員
長
又
ハ
常
任
委
員
ガ
之
一
一
当
ル

六
、
議
長
ハ
必
要
ト
認
メ
タ
事
項
一
一
対
シ
テ
ハ
委
員
外
ノ
社
員
ヲ
参
加
サ
セ
タ
専
門
ノ
小
委
員
会
ヲ
設
ケ
ル
コ
ト
ガ
出
来
ル

セ
、
提
案
ハ
会
議
開
催
予
定
日
ノ
五
日
前
マ
デ
ー
ー
常
任
委
員
会
一
一
提
出
ス
ル

常
任
委
員
会
ハ
提
出
議
案
ヲ
整
理
シ
テ
会
議
前
一
一
之
ヲ
委
員
一
一
通
知
ス
ル

八
、
委
員
ガ
会
議
デ
行
ツ
タ
発
言
討
論
又
ハ
表
決
ニ
ッ
イ
テ
ハ
会
議
外
デ
ノ
責
任
ヲ
問
ハ
レ
ナ
イ

決
議

1１１４

九
、
会
議
ノ
決
議
ハ
委
員
ノ
三
分
之
一
一
以
上
一
一
依
ル

地
方
支
店
及
地
方
傍
系
会
社

一
○
、
支
店
及
地
方
傍
系
会
社
ハ
其
規
模
二
応
ジ
テ
夫
食
ノ
責
任
者
ヲ
委
員
長
ト
ス
と
委
員
会
ヲ
置
ク

本
社
ト
支
店
及
地
方
傍
系
会
社
間
ノ
連
絡
ハ
委
員
中
カ
ラ
代
表
者
ヲ
適
時
上
京
セ
シ
メ
ル
カ
又
ハ
文
書
ヲ
以
テ
緊
密
一
一
行
フ

ニ
、
本
会
ノ
規
約
ノ
変
更
ハ
会
議
ノ
決
議
一
一
依
ル

但
シ
単
一
一
字
句
ノ
修
正
程
度
ノ
モ
ノ
ハ
常
任
委
員
会
デ
之
ヲ
行
フ
コ
ト
ガ
出
来
ル



委
員
ノ
選
出
方
法

本
社
一
一
於
テ
ハ
当
分
ノ
間
左
記
ノ
階
層
別
一
一
拠
ル
無
記
名
投
票
デ
行
う

役
員
（
社
長
ヲ
除
ク
）
三
名
参
事
。
副
参
事
三
名
主
事
三
名

主
事
補
七
名
書
記
八
名
雇
員
一
名

女
店
員
三
名
傭
員
一
名

但
シ
選
出
一
一
当
ツ
テ
ハ
常
任
委
員
会
デ
職
域
別
ヲ
モ
考
慮
シ
ダ
調
整
ヲ
行
フ
コ
ト
ガ
出
来
ル

委
員
ガ
病
気
其
他
ノ
事
故
デ
長
期
二
亘
ツ
テ
会
議
一
一
出
席
出
来
ナ
イ
ト
キ
ハ
補
欠
選
挙
ヲ
行
う

本
規
約
ハ
昭
和
二
十
一
年
五
月
三
日
カ
ラ
之
ヲ
実
施
ス
ル

附

則

１１１５

こ
の
提
出
を
受
け
た
会
社
首
脳
部
は
、
慎
重
に
そ
の
内
容
を
検
討
し
、
取
締
役
会
に
提
出
し
、
そ
の
決
裁
を
乞
う
た
。

昭
和
二
十
一
年
三
月
二
十
六
日
の
取
締
役
会
で
は
、
時
局
の
推
移
か
ら
み
て
「
会
社
及
分
系
会
社
ノ
経
営
全
般
ニ
亘
リ
広
ク
社
員
ノ

発
言
ヲ
得
セ
シ
ム
ル
コ
ト
」
の
必
要
を
確
認
し
て
、
そ
の
創
立
を
認
め
た
。

か
く
て
、
準
備
委
員
会
の
段
階
を
了
え
て
、
同
年
四
月
二
十
日
、
第
一
回
経
営
審
議
会
を
開
催
、
荒
川
社
長
を
議
長
に
、
常
任
委
員

と
し
て
小
柳
津
宗
吾
、
田
中
辰
治
郎
、
井
野
礼
二
、
八
木
佐
吉
、
小
林
義
正
、
福
田
忠
が
選
ば
れ
、
そ
の
他
審
議
会
規
約
作
成
委
員
の

決
定
、
月
例
審
議
会
開
催
日
等
を
決
定
し
た
。



当
時
、
そ
の
第
一
次
専
門
小
委
員
会
に
於
て
、
急
激
に
増
大
す
る
経
費
は
本
店
の
み
に
お
い
て
一
ヵ
月
約
一
五
万
円
乃
至
二
○
万
円

を
要
し
、
こ
れ
に
応
ず
る
た
め
に
は
月
間
売
上
八
○
万
円
乃
至
百
万
円
を
要
す
る
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
た
。
し
か
る
に
昭
和
二
十
一

年
四
月
に
お
け
る
月
間
売
上
が
約
六
○
万
円
に
過
ぎ
ず
、
其
の
差
額
二
○
万
円
乃
至
四
○
万
円
即
ち
一
日
約
一
万
円
以
上
の
売
上
増
加

を
要
す
る
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。

そ
し
て
、
そ
の
対
策
と
し
て
即
時
実
施
さ
れ
得
る
い
ろ
い
ろ
の
緊
急
策
が
各
部
門
に
就
い
て
考
え
ら
れ
て
い
る
が
、
注
目
す
べ
き
策

と
し
て
、
売
場
全
部
の
昼
休
み
廃
止
、
神
田
支
店
に
お
け
る
当
番
交
替
出
勤
に
よ
る
日
曜
開
店
が
献
策
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
う
ち
、
昼

休
み
廃
止
の
件
は
、
昭
和
二
十
一
年
五
月
二
十
一
一
日
（
水
）
か
ら
、
本
社
店
頭
、
丸
ピ
ル
両
売
店
、
神
田
支
店
に
於
い
て
実
施
さ
れ
た
。

そ
の
応
援
の
た
め
三
十
八
人
（
男
女
共
）
が
事
務
室
か
ら
交
代
に
派
出
さ
れ
た
。
全
社
打
っ
て
一
丸
と
す
る
気
慨
が
社
員
に
満
ち
て
い

説
明
し
て
い
る
。

五
月
一
日
に
は
、
審
議
会
規
約
を
採
択
し
た
の
ち
、
金
剛
緊
急
措
置
令
に
基
く
経
営
対
策
、
》
）
の
時
点
に
お
け
る
会
社
経
理
状
況
、

営
業
及
資
産
状
態
、
予
算
調
査
等
に
就
い
て
、
突
っ
込
ん
だ
質
問
が
委
員
の
側
か
ら
出
さ
れ
、
会
社
側
も
出
来
る
だ
け
詳
細
な
事
情
を

た
０

経
営
審
議
会
の
委
員
は
昭
和
二
十
二
年
八
月
改
選
さ
れ
て
、
八
田
庄
治
、
五
十
嵐
清
彦
、
桜
井
喜
代
志
、
飯
泉
新
吾
、
田
辺
寛
、
五

負
も
、
前
期
の
委
員
と
同
じ
く
当
社
の
営
業
成
績
向
上
の
た
め
に
諸
種
の
方
策
を
討
議
献
策
す
る
と
共
に
、
特
に

売
上
増
加
に
対
す
る
報
償
制
、
給
与
対
紫
委
員
会
の
設
置
、
社
員
退
職
金
に
つ
い
て
、
ま
た
諸
手
当
（
弁
当
料
。

1１１６

十
嵐
弘
の
六
人
が
選
出
さ
れ
た
。

こ
の
期
の
常
任
委
員
も
、
前
塀

社
員
の
生
活
安
定
、
売
上
増
加
』
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精
勤
賞
。
外
勤
手
当
・
物
資
手
当
。
教
育
費
手
当
。
夜
業
料
・
宿
直
料
）
の
増
額
に
つ
い
て
、
多
く
の
討
議
を
し
て
い
る
。

そ
れ
ら
の
討
議
の
過
程
で
、
会
社
首
脳
部
が
そ
の
営
業
方
針
の
決
定
。
施
行
に
参
考
と
な
っ
た
点
も
少
な
く
な
か
っ
た
。

こ
の
よ
う
に
、
経
営
審
議
会
は
会
社
首
脳
部
以
下
全
社
員
を
一
丸
と
し
た
結
合
で
あ
り
、
上
下
の
意
思
疎
通
の
組
織
と
し
て
、
戦
後

混
乱
の
乗
り
切
り
、
再
建
の
た
め
の
有
力
な
組
織
で
あ
っ
た
。

た
ま
た
ま
Ｇ
Ｈ
Ｑ
の
指
導
下
で
、
全
国
に
労
働
組
合
組
織
の
運
動
が
盛
ん
に
な
り
つ
つ
あ
っ
た
。

昭
和
二
十
一
年
後
半
期
の
経
営
審
議
会
に
お
い
て
は
、
給
与
。
勤
務
条
件
の
改
善
が
重
要
な
議
題
と
な
っ
た
。
蓋
し
物
資
の
不
足
、

新
円
切
替
、
イ
ン
フ
レ
昂
進
な
ど
全
社
員
の
生
活
苦
が
増
加
し
て
い
る
と
き
で
、
こ
れ
ら
の
問
題
の
生
ず
る
の
も
避
け
難
か
っ
た
。
こ

の
よ
う
な
事
情
か
ら
当
社
に
お
い
て
も
職
員
組
合
組
織
の
希
望
が
強
く
な
っ
て
き
た
。

こ
こ
に
至
っ
て
経
営
審
議
会
設
置
当
初
の
意
図
に
は
添
わ
な
い
兆
候
も
、
そ
の
中
に
生
じ
て
き
た
。
た
め
に
経
営
審
議
会
は
次
項
で

述
べ
る
よ
う
に
従
業
員
組
合
と
経
営
協
議
会
の
二
つ
に
別
れ
る
結
果
と
な
ら
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。
従
業
員
組
合
の
交
渉
相
手
た
る
経

営
協
議
会
は
或
る
意
味
で
は
経
営
審
議
会
の
目
的
と
し
た
と
こ
ろ
を
継
承
し
て
い
る
と
い
え
る
。

た
だ
、
以
上
の
経
過
の
な
か
で
感
じ
ら
れ
る
こ
と
は
、
終
戦
直
後
の
混
乱
窮
乏
の
と
き
に
は
、
そ
の
運
営
の
万
全
を
期
し
て
徒
に
会

議
に
時
間
を
費
す
よ
り
は
、
果
断
勇
往
す
る
こ
と
が
最
も
必
要
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
当
時
従
業
員
組
合
組
織
の
首
唱

者
達
に
よ
っ
て
も
認
め
ら
れ
て
い
た
。
そ
し
て
こ
の
際
、
そ
の
重
任
に
耐
え
る
人
と
し
て
司
忠
取
締
役
が
登
場
す
る
の
で
あ
る
。
こ

れ
に
つ
い
て
は
、
の
ち
に
触
れ
る
こ
と
に
す
る
。



だ
が
、
こ
の
時
期
に
お
い
て
は
、
当
社
内
に
は
、
勿
論
組
合
を
結
成
し
よ
う
と
い
う
傾
向
は
表
面
化
し
て
い
な
か
っ
た
。

上
層
部
に
お
い
て
は
、
全
社
員
の
総
意
の
も
と
で
社
業
の
再
建
を
促
進
し
た
い
と
い
う
考
え
か
ら
前
述
の
経
営
審
議
会
を
設
け
た
が
、

そ
の
審
議
会
の
審
議
の
過
程
で
、
社
員
待
遇
の
問
題
が
論
議
さ
れ
た
。
当
時
の
国
民
生
活
逼
迫
の
情
勢
か
ら
も
、
会
社
再
建
の
上
か
ら

も
、
こ
れ
は
避
け
ら
れ
な
い
問
題
で
あ
っ
た
。

従
っ
て
、
当
社
に
於
い
て
は
此
の
際
、
徒
に
そ
の
設
立
に
容
曝
す
る
こ
と
な
く
自
主
的
に
関
係
諸
問
題
の
解
決
を
図
る
と
共
に
、
寧

ろ
積
極
的
に
組
合
の
健
全
な
成
長
を
助
け
、
ひ
い
て
社
運
の
興
隆
に
資
す
る
こ
と
を
期
待
し
た
。

右
の
よ
う
な
事
情
の
も
と
で
、
昭
和
二
十
一
年
十
一
一
月
二
十
四
日
に
は
社
員
各
層
の
有
志
が
集
っ
て
第
一
回
会
合
を
行
い
、
翌
二
十

二
年
一
月
十
七
日
に
は
荒
川
社
長
と
世
話
人
と
の
会
見
が
行
わ
れ
、
更
に
翌
十
八
日
に
は
社
員
有
志
が
集
ま
っ
て
、
従
業
員
組
合
組
織

の
た
め
の
第
一
回
社
員
大
会
を
本
社
内
で
開
い
た
。

当
社
に
は
、
昭
和
初
年
に
戊
辰
会
と
い
う
団
体
が
あ
っ
て
、
た
ま
た
ま
昭
和
四
年
の
争
議
の
際
に
中
心
と
な
っ
た
こ
と
は
、
本
書
第

三
編
第
十
四
章
に
記
し
た
。
し
か
し
戊
辰
会
は
労
働
組
合
で
は
な
か
っ
た
。

然
る
に
終
戦
後
、
Ｇ
Ｈ
Ｑ
の
民
主
化
政
策
か
ら
、
労
働
組
合
組
織
の
気
運
が
た
か
ま
っ
た
。
日
本
政
府
は
、
こ
の
情
況
に
鑑
み
て
、

こ
れ
ま
で
多
年
の
懸
案
で
あ
っ
た
労
働
組
合
法
を
昭
和
二
十
年
十
二
月
一
一
十
二
日
法
律
第
五
十
一
号
を
以
て
制
定
し
、
組
合
の
結
成
を

三
従
業
員
組
合
の
成
立
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助
長
す
る
姿
勢
を
示
し
て
い
た
。



以
後
、
会
社
と
の
間
に
協
議
を
重
ね
、
昭
和
二
十
三
年
八
月
に
至
っ
て
団
体
協
約
書
（
案
）
が
定
ま
っ
た
。
こ
の
団
体
協
約
の
申
合

せ
事
項
と
し
て
、
会
社
と
組
合
と
の
協
議
決
定
事
項
は
会
社
及
び
傍
系
会
社
の
従
業
員
に
適
用
さ
れ
る
こ
と
、
支
店
組
合
の
組
織
を
認

め
、
本
支
店
の
組
合
を
通
じ
て
、
単
一
の
組
合
機
構
に
す
る
こ
と
、
組
合
員
は
、
労
働
組
合
法
第
二
条
第
一
号
該
当
者
を
除
き
会
社
の

従
業
員
全
員
を
組
合
員
と
認
め
る
こ
と
、
但
し
右
該
当
者
の
限
界
に
就
い
て
は
更
に
協
議
検
討
す
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
た
。

こ
れ
に
よ
っ
て
、
各
支
店
に
於
て
も
次
友
に
組
合
を
組
織
し
た
。

な
お
、
団
体
協
約
は
六
ヵ
月
毎
に
更
新
す
る
》
）
と
を
定
め
た
。
こ
れ
は
組
合
委
員
長
が
六
カ
月
交
代
の
規
定
に
な
っ
て
い
た
こ
と
と

照
応
す
る
。
即
ち
組
合
執
行
部
の
交
代
毎
に
団
体
協
約
も
吟
味
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

貝
組
合
を
結
成
し
た
。

一
月
二
十
三
日
に
は
、
労
働
組
合
運
動
や
組
織
に
詳
し
い
藤
林
敬
一
一
一
慶
応
義
塾
大
学
教
授
を
、
同
月
二
十
五
日
に
は
労
働
法
の
先
達

で
あ
っ
た
末
弘
厳
太
郎
東
京
大
学
教
授
を
招
聡
し
て
講
演
会
を
開
催
し
、
労
働
組
合
に
関
す
る
社
員
の
知
識
の
向
上
に
努
め
た
。

こ
の
よ
う
に
し
て
、
昭
和
二
十
一
一
年
三
月
十
一
日
に
は
部
長
以
上
の
役
職
者
を
除
い
た
全
従
業
員
を
以
て
丸
善
株
式
会
社
在
京
従
業

四
経
営
協
議
会
の
成
立
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団
体
協
約
が
決
定
し
た
の
ち
、
第
六
条
の
規
定
、
即
ち
「
会
社
は
機
構
及
び
職
制
の
制
定
改
廃
を
組
合
と
協
議
の
上
決
定
す
る
」
た

め
に
経
営
協
議
会
規
定
を
定
め
て
い
る
。
即
ち
左
の
通
り
で
あ
る
。
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経
営
協
議
会
規
定

丸
善
株
式
会
社
（
以
下
会
社
と
呼
ぶ
）
と
丸
善
株
式
会
社
従
業
員
組
合
（
以
下
組
合
と
呼
ぶ
）
と
の
間
に
締
結
し
た
る
団
体
協

約
第
六
条
に
基
く
経
営
協
議
会
に
関
し
て
左
の
如
く
規
定
す
る

第
一
条
本
協
議
会
は
会
社
と
組
合
と
が
相
協
力
し
民
主
的
に
運
営
す
る
こ
と
を
以
て
要
諦
と
す
る

第
一
一
条
本
協
議
会
は
会
社
側
及
び
組
合
側
各
七
名
の
委
員
を
以
て
構
成
す
る
委
員
の
氏
名
は
相
互
に
通
告
し
て
お
く

第
三
条
本
協
議
会
に
附
議
す
べ
き
事
項
は
左
の
通
り
と
す
る

１
給
与
に
関
す
る
基
本
事
項

２
人
事
に
関
す
る
基
本
事
項

３
勤
労
条
件
に
関
す
る
事
項

４
重
要
な
諸
規
定
の
制
定
改
廃
に
関
す
る
事
項

５
福
利
、
厚
生
施
設
に
関
す
る
事
項

６
事
務
の
刷
新
改
善
及
び
能
率
に
関
す
る
事
項

７
会
社
と
組
合
と
の
間
に
紛
争
を
生
じ
又
は
之
を
生
ず
る
虞
あ
る
事
項

８
前
項
の
外
会
社
又
は
組
合
が
必
要
と
認
め
た
事
項

第
四
条
本
協
議
会
は
必
要
に
応
じ
会
社
の
経
営
方
針
並
に
経
理
状
況
に
関
し
報
告
を
受
け
る
も
の
と
す
る

第
五
条
本
協
議
会
の
会
議
は
委
員
三
分
の
二
以
上
の
出
席
を
必
要
と
し
協
議
は
双
方
の
同
意
に
よ
り
成
立
す
る
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条条条条

協
議
成
立
の
事
項
は
覚
書
を
作
る

本
協
議
会
の
座
長
は
開
催
の
都
度
合
議
の
上
で
之
を
定
め
る

本
協
議
会
は
会
社
及
び
組
合
双
方
の
委
員
中
よ
り
各
一
名
の
幹
事
を
選
任
し
会
務
の
管
掌
及
び
連
絡
記
録
に
当
ら
せ
る

本
協
議
会
は
必
要
に
応
じ
随
時
開
催
す
る
議
案
は
予
め
審
議
出
来
る
期
間
を
考
慮
し
て
相
互
に
通
知
す
る

本
協
議
会
の
会
議
は
双
方
合
議
の
上
で
之
を
公
開
す
る
こ
と
が
出
来
る
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而
し
て
、
昭
和
二
十
三
年
一
月
十
五
日
の
経
営
協
議
会
に
於
て
、
会
社
従
業
員
中
、
組
合
加
入
除
外
者
を
、
部
長
・
支
店
長
。
支
店

次
長
。
課
長
並
一
一
独
立
事
務
所
の
主
任
者
と
決
定
さ
れ
た
。
こ
れ
は
一
般
事
業
会
社
の
場
合
と
同
様
で
あ
る
。

ま
た
、
昭
和
二
十
九
年
三
月
二
十
二
日
に
至
っ
て
秘
書
。
調
査
。
人
事
。
経
理
課
の
職
員
を
従
業
員
組
合
か
ら
除
く
こ
と
に
決
ま
っ

た
。




